
建 築 指 導 課 

 

台帳記載証明書の依頼から受取までの流れ等について 

 

【内容】 

●建築物、工作物、道路位置指定の台帳記載証明書を事前に依頼することでスムーズに受取ることがで

きます。 

 

【準備していただくもの】 

●台帳記載証明依頼書、登記簿謄本、地籍図又は字図、現地案内図 

 

【手数料について】 

●台帳記載証明 1通（1件）につき３００円※の手数料が必要となります。 

※令和５年４月 1日より 300円に改定されました。 

 

【台帳記載証明書の依頼から受取までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

※前面道路の建築基準法の道路種別 

や用途地域の照会を行いたい方は 

   お伝えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

※１ 前面道路の建築基準法の道路種別や用途地域の照会を行いたい方は併せて台帳記載証明を依頼 

する際にお電話でお伝えください。 

※２ 郵送での受け取り希望の方は台帳記載証明を依頼する際にお電話でお伝えください。 

現地案内図、字図、登記簿謄本

を準備後、電子申請で事前依頼

又は依頼書を作成の上、メール

若しくはＦＡＸ 

 

台帳記載証明の依頼 確認申請等の台帳記載の有無を

確認 

電話等で連絡 

納付書を受信後、内容確認 

受 取 

２階の建築指導課へ 

 
領収書と納付証明書の確認 

 

 

依頼者  霧島市 

台帳記載証明及び納付書の作成 

送付 

 
納付書をメール等で送付 

霧島市役所１階のＪＡ（あいら

農業協同組合）で納付し領収書

と納付証明書を持って建築指導

課へ 

 

 

納付書を印刷 

 


